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１．国における費用対効果分析に関する動向

2資料：国土交通省航空局資料

航空分野における費用対効果分析に関する検討委員会

 国土交通省では、航空分野における費用対効果分析に関する検討会を、令和７年度において３回にわたり開催

 関係マニュアルの改定について、急激なインバウンド需要の増加等による社会情勢の変化やニーズに対応するべく、多角的

な視点で検討が行われた



１．国における費用対効果分析に関する動向
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 国土交通省におけるこうした議論に対し、県では、費用対効果分析の対象となる便益の拡大や、定量的評価・定性的評価の

拡大及び重視、地方空港整備特別事業の採択要件の明確化について、意見として提出した



１．国における費用対効果分析に関する動向
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 第３回検討委員会の資料では、下記のとおり、便益の拡大や定量的評価・定性的評価に関する記述の追加がなされている

※ 参照する「空港保安システムの費⽤対効果分析マニュアル」にて、「⽋航等の不安による機会損失の回避便益」が、便益として取り扱うことが可能な項目に追加

(※)

資料：国土交通省航空局資料を一部加工

今回追加となった、便益として取り扱うことが可能な項目
今回追加となった、原則対象外だが、必要に応じて便益として取り扱うことが可能な項目
今回追加となった、定量的・定性的に取り扱う項目

(※)



１．国における費用対効果分析に関する動向

5

 第３回検討委員会の資料では、便益の拡大や定量的評価・定性的評価に関する記述の追加がなされている

資料：国土交通省航空局資料を一部加工



２．令和８年度予算における検討内容
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２．令和８年度予算における検討内容
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３．山形県地域防災計画の修正
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 令和８年３月13日に開催された「令和７年度山形県防災会議」において、「山形県地域防災計画」を修正

 県内における大規模災害が発生した際の応急対策活動の中核的な拠点を担う「広域防災拠点」と、他都道府県が被災した際

に応援活動を実施するための「広域応援のための広域防災拠点」の設置を明記

県地域防災計画の修正内容修正項目

⼤規模災害発⽣時における応急対策活動の中核となる広域防災拠点の設置について明記し、広域応援の円滑な実施に資す
るため、次の内容を追記する。

・広域防災拠点の設置
県は、県内における⼤規模災害発⽣時に、国、⾃治体、関係機関等による広域応援の円滑な実施に資するため、国、市町村、
関係機関等と連携して、応急対策活動の中核的な拠点として広域防災拠点を設置する。
広域防災拠点の果たすべき役割と機能は次のア〜エとし、近隣の施設の機能を活⽤したネットワーク型の分散設置も可能とする。
ア 応援部隊が被災地に進出するための拠点
イ 応援部隊の指揮・宿営・燃料補給等を⾏う拠点
ウ ⽀援物資の受⼊れと被災地への送り出しを⾏う拠点
エ 航空機⼜は船舶による医療搬送や物資輸送等が可能な拠点
県は、被災状況に応じて、あらかじめ指定した候補施設の中から適切な施設を選定し、広域防災拠点を設置する。また、当該施
設等の管理者に対し、広域防災拠点として使⽤することに対する協⼒を求め、拠点としての機能が適切に運⽤されるよう努める。

・広域応援のための広域防災拠点の設置
県は、他都道府県において⼤規模な災害が発⽣し、被災都道府県への応援が必要になった場合、円滑に広域応援活動を実施
するため、国、市町村、関係機関等と連携して、山形空港及びその周辺に広域防災拠点を設置する。
広域応援のための広域防災拠点の果たすべき役割と機能は次のア〜エとし、県は、必要な機能が確保されるよう努める。
ア 応援部隊が被災地に進出するため一時的に集結する進出拠点
イ 被災地で活動する応援部隊の指揮、宿営、燃料補給等を⾏う拠点
ウ ⽀援物資の受⼊れと被災地への送り出しを⾏う拠点
エ 航空機による医療搬送や物資輸送等が可能な拠点

広域防災拠点の設置



４．空港基本方針の改正

9資料：国土交通省航空局資料を一部加工



４．空港基本方針の改正
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役 割空港関係者

国は、空港政策をどのように展開するかを定める本基本⽅針の実現に向けた施策を講じるとともに、国管理空港の設
置及び管理に関する責任者として、地域の関係者、空港機能施設事業者等と連携し、航空ネットワークの拠点となる
空港が向かうべき⽅向性を視野に⼊れ、空港の整備及び運営を適切に⾏い、航空ネットワークの拡充のための基盤整
備を含む空港機能の強化、空港における安全・安⼼の確保等を図ることとする。また、国以外の空港管理者や空港運
営権者に対し、適切に指導監督を⾏い、利⽤者の便益の増進、空港における安全・安⼼の確保等を図ることとする。

① 国

空港の管理者である地⽅公共団体は、その管理する空港の設置及び管理に関する責任者として、国等の関係者と
連携し、将来の空港のあり⽅を考慮に⼊れながら、創意⼯夫を⽣かした空港の整備及び運営を通じて、利⽤者便益の
増進、空港における安全・安⼼の確保等を図ることとする。

③ 空港管理者
（地⽅公共団体）

空港機能施設事業者及び空港において様々な役務を提供する各事業者は、利⽤者の視点に⽴って、提供する施
設・役務の質を向上するとともに、空港における安全・安⼼の確保等を図ることとする。また、空港の関係地⽅公共団体
その他の関係者については、以下の役割を果たすことが望まれる。

⑤ 空港機能施設事業者等

空港の関係地⽅公共団体、観光関係団体、商⼯関係団体等は、空港を核とした地域の活性化に向け、空港管理
者その他の関係者と連携・協⼒するとともに、協議会（空港法第⼗四条に規定する協議会をいう。以下同じ。）を積
極的に活⽤し、利⽤者便益の増進に努めることとする

⑥ 関係地⽅公共団体等

航空運送事業者、貨物運送事業者、グランドハンドリング事業者等は、空港を中⼼とした⼈流・物流の主たる担い⼿
として、空港管理者その他の関係者と連携・協⼒し、空港におけるサービスの向上その他の空港利⽤者の便益の増進
に向け関係者と連携した取組に努めることとする。

⑦ 航空運送事業者等

空港へのアクセス（鉄道、バス、タクシー等）を担うアクセス交通事業者のほか、レンタカー事業者、駐⾞場運営者は、
空港アクセスが利⽤者便益の重要な要素であることを念頭に、空港管理者その他の関係者との連携・協⼒による空港
アクセス機能の⾼度化等を図るとともに、利⽤者の便益の増進に向け関係者と連携した取組に努めることとする。

⑨ アクセス交通事業者

第一 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項
３．空港関係者の役割

なお、空港は、上記のとおり、空港管理者のみならず、極めて多様な主体がその整備及び運営に関わっていることから、例えば、関
係者の協議により 空港の将来ビジョンを策定する等を通じて、全体最適の観点から相互の連携・協⼒を確保しつつ、必要な取
組を計画的に進めていくことが望ましい。

今回追加

従来より規定


